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研究成果の概要（和文）：東日本大震災からの復興まちづくりの計画段階においては、「コンパクトなまちづく
り」が推進されてきており、それに基づいた空間形成も進んできている。一方で、この計画やその実現に伴い実
態的に形成されてきた空間に対しては、さまざまな課題が指摘されている。しかし、この点は印象的評価にとど
まり、実証的には十分には検証・評価されていない。そこで本研究は、東日本大震災からの復興まちづくりにお
いて目標とした空間構造に関する計画及び実態的に形成されてきた空間の状況とその課題を実証的に明らかにす
ると共に、その解決策を提示した。

研究成果の概要（英文）：At the planning stage of rebuilding town development from the Great East 
Japan Earthquake, "compact town planning" has been promoted, and the space formation based on it has
 been proceeding. On the other hand, various problems are pointed out with respect to the space that
 has been formed in practice with this plan and its realization. However, this point is only an 
impressive evaluation, and empirically it has not been sufficiently verified and evaluated. 
Therefore, this research empirically clarified the plan of the space structure aimed at the 
rebuilding community development from the Great East Japan Earthquake and the situation of the space
 that has been formed in practice, and presented the solutions.

研究分野： 都市計画

キーワード： 東日本大震災　復興　土地利用　中心市街地再生　集落　空き地　低平地
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 東日本大震災の発生から 3 年半以上が経
過し、被災した各地においては復興まちづく
りが進められているところである。まちづく
り自体は、産業・医療・福祉・教育等も含め
た広義の概念であるが、これを空間計画に限
定してみると、多くの地区において復興基本
計画→事業計画（認可）という計画プロセス
が終了し、現在は各事業の施工段階に移って
いた。多くの自治体では「コンパクトな街づ
くり」を目標として空間を計画し、事業を実
施してきたが、それに基づき実際に形成され
た、またはされつつある空間に対しては、目
標像との乖離があるとして、さまざまな批判
が加えられていた。 
２．研究の目的 
 本研究は、東日本大震災からの復興まちづ
くりにおいて目標とした空間構造に関する
計画及び実態的に形成されてきた空間の状
況とその課題を実証的に明らかにすると共
に、その解決策を提示することを目的とする。 
３．研究の方法 
 本研究は、ヒアリング調査、文献・資料調
査、現地調査によった。 
４．研究成果 
(1)被災後の空間変容について 
 大規模災害からの復興においては、特に公
共サイドの計画内容としては各種事業に目
が奪われがちだが、そのような公共主導型の
事業を通じることなく、自力で土地を調達し
て再建する人々も相当程度いる。そのような
自力再建のコントロール・誘導をどのように
行うかは、持続可能な空間形成を図る中で、
非常に重要な意味を持つことになる。特に、
災害後の再建は、一般に災害を引き起こした
ハザードからの安全性がより高い場所にお
いて行われる傾向が見られることを勘案す
ると、そのような場所において無秩序にスプ
ロール開発が進行し、それがむしろ持続可能
性を下げる結果となることも考えられる。一
方で、被害が大きかった地域の再建が進行は、
なかなか進まず、非常に低密な市街地形成へ
とつながり、それがまた持続可能性を下げる
結果となる。 
この点、石巻市の東日本大震災からの復興

プロセスにおいては、建築行為のほとんどが
市街化区域で行われていること、またその際
には被災前からの空き地が主に活用されて
いること、一方で市街化調整区域において行
われているのは市街化区域に隣接した区域
における大規模復興事業が基本であり、個別
的開発がスプロール的にはほとんど行われ
ていないことが明らかになった。その点から
は、被災後に形成された市街地形態は、従来
の非被災または軽度の被災既成市街地を高
密化するものであったといえる。このような
個別的復興は、被災後すぐに動き始めている。
また、開発に関する傾向が市街化区域と市街
化調整区域で大きく分かれていることを勘
案すると、この区域区分による建築規制と農

地転用規制がこのような市街地形態の形成
に大きく影響しているものと推察される。そ
の意味では、平時にコンパクトな都市を形成
するための制度が、大規模災害後の復興時に
おけるコンパクトな都市空間形成にも寄与
しているといえる（図 1、2）。 

図 1 従前土地利用用途別建築状況 
 

図 2 石巻市市街地部における再建状況 
 
また、土地利用規制区域区分別の開発動向

とその変化についても明らかにした（表 1）。 
まず線引き平野地域においては、震災後に

市街化区域、調整区域共に開発許可件数、面
積が増加した。特に調整区域の住宅系開発に
ついては、みなし許可による復興事業を中心
とした開発が増加した。これは、復興事業は
面積規模が大きいため、まとまった敷地を取
得しやすい調整区域で行われたことによる
と推察される。震災前後を問わず浸水区域外
における開発が多かったが、震災後でも浅い
浸水深の場所を中心に、みなし開発を含めて
一部浸水区域内でも開発が行われた。これは、
平野部という地理的特性によるものと推察
できる。調整区域内の個別住宅開発も増加は
しているものの、量的にはみなし開発と比較
すると多くはない。これは、調整区域の開発
規制が効いているものと考えられる。ただし、
規制を緩和した場所では集中的に開発が進
行しており、開発圧力が強い中で規制緩和を
する際には慎重でなければならないことが
示唆される。一方、市街化区域内においては
民間開発が中心的に行われていた。 



次に非線引き平野地域においては、白地地
域において住宅開発を中心に開発が大幅に
増加しており、用途地域内よりも圧倒的に多
く開発が行われるようになった点が特徴的
である。ここでは、特に調整区域や非線引き
リアス地域の白地地域と比較して、民間宅地
開発が多く行われている点が特徴的である。
非線引き自治体において、震災後に民間住宅
開発が用途白地地域で多く発生しているこ
とは既往研究でも同様の指摘がなされてい
るが、その中でも平野部で特にこの傾向が顕
著であったことは、地理的に開発しやすい条
件であることが理由として考えられる。一方
で、これが拡散的な開発の原因ともなってお
り、このような開発をどのようにコントロー
ルするかが課題である。 
最後に、非線引きリアス地域においては、

ほとんど開発圧力が存在しなかったところ
に開発が発生しており、その面積、件数の増
加割合は他の二地域と比べて高い。中でも、
住宅系のみなし開発が大きな割合を占めて
いる。その傾向は、用途地域よりも白地地域
において顕著である。また、都市計画区域外
の各集落でも、その移転団地造成のためにみ
なし開発を中心に積極的に開発が行われて
いる。民間事業が少ないのは、丘陵部である
ため大規模な造成工事が必要となるという
地理的条件が理由として考えられる。商業施
設開発は、低平地の浸水域においても行われ
ており、これは主要交通動線の場所や土地確
保の問題が理由として考えられる。 
 

表 1 被災沿岸地域の開発許可実態 

 
(2)被災低平地の利用について 
2015 年度から 2016 年度にかけては、震災

から 4年以上が経過したものの、復興事業が

終了していない地区も多かったことから、被
災の範囲が限られていたため比較的早く復
興が進捗し、この時点で仮設住宅が廃止され
ていた千葉県旭市の津波被災エリアを対象
として、復興の実態について把握した。旭市
は、復興計画の策定が終わった時点で既に再
建している住宅が多かったことから、被災市
街地に対する面的な復興事業を実施せず、津
波避難タワーの建設を今後の防災対策とし
ている。このため、漁村のスプロールにより
形成された住宅市街地では、未接道敷地や細
街路が残されたまま虫食い状に住宅の再建
が進み、更に復興住宅が内陸部に建設された
ため、コミュニティも弱体化するという課題
が把握された。 
また、復興事業の対象外となっていた災害

危険区域、すなわち低平地における住民主体
のコミュニティガーデン活動が、当該地域の
復興を支える役割を果たす場に変容した事
例を対象に、その活動の経緯と発展プロセス
について分析を行い、復興過程における住民
活動の場の意義と可能性、場が形成される要
件について考察を行った。 
2017 年度は、大部分の被災地で復興事業に

概ね目途が立ったことから、津波で被災した
公立小中学校跡地の土地利用の方針と実態
を把握した。公立小中学校は地域コミュニテ
ィにとって、機能的にも中心的な拠点の１つ
であり、東日本大震災の復興事業がコミュニ
ティの再生を基盤とするという観点からは、
重要な要素となるものである。一方で、公立
小中学校の敷地は公共が所有する土地であ
ることから、住宅の跡地よりも早い段階で跡
地利用が可能であるという条件を持つ。しか
し、実際に学校跡地の利用については、遺構
を除き将来計画等は殆ど策定されておらず、
土砂の仮置きや資材置き場等の暫定的な土
地利用がなされている場合が多く、復興土地
区画整理事業に組み込まれて、学校敷地跡地
としての空間のアイデンティティを失って
いるものもあった。また、跡地利用以上に、
被災による学校の統廃合が人口移動に影響
を及ぼしていることが示唆された（図 3）。 

図 3．公立小中学校移転の実態（石巻市雄勝地区） 
 
一方、復興土地区画整理事業の進捗にした

がって、空き区画の発生も課題となりつつあ
った。そこで、2011 年度から継続して実施し



ていた住民への聞き取り調査に基づき、土地
区画整理事業地とそれ以外の住民が、どの時
点でどのように居住地を選択しているのか
について分析した。対象地においては、浸水
や被災の程度に関わらず、事業対象地でない
場合は地区外移転者が存在しなかったのに
対し、事業対象地の地権者は早期の地区外移
転や地区外での再建、長期の仮設住宅居住な
どが世帯主年齢に関わらず存在しているこ
とが明らかになった（図 4）。 

図 4．住民の居住地選択の実態 
 
(3)中心市街地の復興について 
2015 年度においては、宮城県石巻市中心市

街地における各種計画および復興事業につ
いて経年的な参与観察を行ったほか、中心市
街地における土地利用の変遷と土地所有者
の意向調査を行った。その結果、震災被害の
大きかったエリアを中心に低未利用地化が
進行している一方で、土地所有者の一部に積
極的活用意向があること、そのような土地と
潜在的利活用者とをマッチングするコーデ
ィネーターの重要性などを明らかにした（図
5）。 

図 5 石巻中心市街地における被災後の建物の 
解体状況 

 
また、2016年度から2017年度にかけては、

同中心市街地における関係団体等へのヒア

リング調査や参与観察を通じて、そのような
活用ポテンシャルの高い低未利用地を暫定
的に活用した商業施設や、復興事業を通じて
整備された公共空間が、市民団体等のまちづ
くりの担い手の活動拠点となっていること、
担い手間の新たなネットワークの形成につ
ながっている状況を把握することができた。 
被災中心市街地においては、面的整備やイ

ンフラ整備などの行政機関や土地・建物所有
者を中心とした空間的計画と、コミュニティ
形成や生活再建支援などあらゆる主体によ
り同時多発的に展開されるソフト事業とが、
補完的かつ戦略的に進められていく必要が
ある。本研究を通じて、震災初動期より官民
を交えたビジョンの共有やハード・ソフト双
方の取り組みに関する定期的な情報共有を
まちづくり協議会などオープンな場で設け
ていくこと、低未利用地や新たに整備される
公共空間などの利活用に関して潜在的利用
者をマッチングさせていくプロセスが、復興
まちづくりにおけるエリアマネジメント手
法として有用であることを示唆することが
できた。 
一方で、東日本大震災及び南海トラフ地震

など将来予想される大震災の復興まちづく
り活動の継続的な展開方策について明らか
にするため、2016 年度には、阪神・淡路大震
災時に面的整備事業を契機に設立されたま
ちづくり協議会の、事業完了後の活動実態つ
いて調査を行った。その結果、まちづくり協
議会の活動は多くが継続されているが、なか
でも施設管理を担うことで財源の安定性が
担保され活動が長期化する傾向があること
がわかった。コミュニティ形成に関する活動
は、活動資金を確保しにくいことから自治会
や施設の管理組織との連携を図ることで継
続可能性が高まることが明らかとなった（図
6）。 

図 6 神戸において長期化した活動内容の 
実態 

 
 また、被災後に設立されたまちづくり会社
の特徴と課題について、以下の通り明らかに
した（表 2）。 
 まちづくり会社への出資に関して、行政の
出資が 1/4 未満に抑えられている女川町、大
船渡市に対して、ほぼ全額が行政出資となっ
ている釜石市との間で大きな差異が見られ
る。前者は民間のノウハウを積極的に活用し、



機動的な運営を可能にすることを意図し、議
会報告義務の生じない範囲での出資とした
ことによる。一方、後者は主な事業内容が行
政活動と密接な関係を有していたことがそ
の理由である。まちづくり会社は官民連携型
の第三セクターであるが、事業内容によって
それが「官」に近い組織か「民」に近い組織
か、について違いがみられる。 
 まちづくり会社に共通する主な事業内容
としては、商業施設のテナント運営、エリア
マネジメント、行政施設の指定管理、及びそ
の他の自主事業が挙げられる。このうち、商
業施設のテナント運営については、いずれも
公有地に補助金を得ながら施設を自ら建
設・運営している。この施設の建設を公共サ
イドが直接行うのではなく、まちづくり会社
が行うことによって、過大な規模や過剰な装
飾等を排した、経済性を有する施設の建設が
可能になる。いわゆる、ハコモノ主導型では
なく、マネジメント主導型になっているとい
えよう。一方、土地は公共が所有する（逆に
言うと公有地を活用する）ことによって、借
地料を政策的に抑えて、利益率の高いテナン
ト経営が可能になる。そして、得られた利益
は地域のマネジメント活動等に再投資され
ることになる。 
 マネージャーについては、地元の優秀な人
材を活用している場合もあれば、全国から公
募している場合もある。地元の人材を登用す
ることによって、地元のネットワークを積極
的に活用することができる、地元の事情に適
合したマネジメントが期待される等のメリ
ットがある。一方、地元に限らず全国から公
募する場合には、幅広い知見・独創的な構想
力が期待される等のメリットがある。いずれ
にせよ、TMO で課題として挙げられていたよ
うな“片手間”型職員ではなく、プロフェッ
ショナルのタウンマネージャーが生まれて
きている点が重要である。 
一方、課題として共通して挙げられたのが、

人材不足の問題である。キーとなるマネージ
ャーが得られたとしても、実働的に動く人材
――場合によっては将来的なマネージャー
――の確保は、今後の課題といえる。 
 
表 2 被災自治体で新たに設立されたまちづ

くり会社の概要 

 
(4)漁業集落の復興について 

岩手県野田村、宮古市田老町、山田町を対
象に、制度設計、主体体制、計画技術、低地
利用、6 次産業化の視点で現地調査および漁
協へのヒアリング調査を行った。 
低地利用については、被災前から水産加工

施設が立地していた場合以外では未利用地
が多い状況である。一方、通勤漁業による影
響はないことが明らかになった。また、地域
振興を視野に入れた６次産業化については、
小規模漁村が複数で地区を形成している場
合には、個別の活動が展開していないことも
明らかになった。 
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